
信号無視、無灯火、飲酒運転
一時停止場所における一時不停止など

ー

自転車を運転に関して、 を信号無視等の危険行為（１５類型）
した者に対して、公安委員会が受講を命ずるもので３年以内に２回以上

あり、受講命令に従わなかった場合、 となります。５万円以下の罰金

北海道警察では自転車利用者のための
「 」 、再確認!自転車の交通ルール を作成し
道警ＹｏｕＴｕｂｅで配信しています。

４月になれば雪が解け、自転車の利用者が増加します。

令和５年中、北海道で起きた自転車が関係する人身事故は、 発生約1300件
し、そのうち が自転車側に事故の原因があります。その中には約100件

交通ルール遵守！法令違反がある場合がありますので自転車に乗ったら
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